
（公印省略）

分 医 発 第 3 0 9 7 号

令和 7年 1 2月 1 1日

関 係 郡 市 医 師 会 長 殿

大分県医師会長 河 野 幸 治

毎月勤労統計調査(第二種事業所)への調査協力依頼について

厚生労働省では、労働者の雇用、賃金、労働時間の変動を明らかにするため「毎月

勤労統計調査」（統計法に基づく基幹統計調査）を実施しており、この度、令和８年

７月から調査対象となる第二種事業所を選定するための事前調査を行う旨、松本

日医会長を通じて協力依頼がまいりました。

つきましては、貴会関係機関が指定された場合は、本調査への円滑実施にご協力

下さるようご高配方よろしくお願い申し上げます。

なお、毎月勤労統計調査指定調査区市は下記のとおりです。

記

大分市・日田市・佐伯市・臼杵市・宇佐市・玖珠郡九重町
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毎月勤労統計調査（第二種事業所）への調査協力依頼について 

 

 

日頃より、大変お世話になっております。 

厚生労働省では労働者の雇用、給与及び労働時間の変動を明らかにするため「毎月勤労統計

調査」（統計法に基づく基幹統計調査）を実施しております。 

この度、令和８年７月分から調査対象となる第二種事業所を選定するための事前調査を実

施するにあたり「別紙写」にて協力方要請があり、本会は従来通り協力することと致しま

した。 

つきましては、下記の通り関係資料を送付致しますので、貴会におかれましては引き続き本

調査にご協力方よろしくご高配賜りたくお願い申し上げます。 

 

記 

 

 

1．本会宛ての調査協力依頼文書 

2．調査票（第二種事業所用） 

3．パンフレット 

4．市区町村名一覧（第4組） 
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厚生労働省政策統括
（統計・情報システム管理、労使関係

毎月勤労統計調査 （第ニ種事業所） への調査協力依頼をこついて

　　

繕う，汁」，

　

「毎月勤労統計調査」（統計法に基づく基幹統計調査）につきましては、日頃より調査へのご理解、
ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　

この調査は、 労働者の雇用、 給与及び労働時間の変動を明らかにすることを目的に、厚生労働省

が各都道府県統計主管課を通じて、 民営のみならず官公営の事業所も対象として実施しています。
対象事業所は、事業所の規模に応じ、 常用労働者を５～２９人雇用する事業所は「第二種事業所」と

して調査を実施しています。

　

今般、 令和８年７月分から調査対象となる第二種事業所を選定するための事前調査を実施するこ

とになりました。事前調査は、指定調査区（別添「毎月勤労統計調査第二種事業所調査

　

指定調査区

市区町村名一覧」記載の一部地域）に所在するすべての事業所を統計調査員（以下「調査員」といい

ます。） が令和８年１月から２月にかけて訪問し
※
、 事業所の名称、所在地、 電話番号、 常用労働者

数、 主な生産品の名称又は事業内容などの事業所の現況及び属性を調査します。

　

貴会所管の事業所に対しても、 指定調査区内に所在する場合には、 事前調査を実施する予定です

ので、該当する所管の事業所への周知・協力に格別のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

事前調査で明らかになった常用労働者を５～２９人雇用する事業所の中から、令和８年７月分以降

の本調査を実施する事業所を厚生労働省にて無作為に抽出し、調査対象事業所として指定します。
指定された事業所には、 令和８年６月から７月頃、調査員の訪問または都道府県統計主管課から

の郵送により指定書等を交付するとともに調査依頼を行い、令和８年７月分から令和９年１２月分ま

で雇用、 給与及び労働時間について調査しますので、 指定となった場合には、 改めて調査協力につ

いても格別のご配慮を賜りますよう併せてお願い申し上げます。

　

なお、ご参考までに、第二種事業所調査票（ひな形。指定された場合には、別途調査対象事業所へ

回答用調査票の交付があります） 及び毎月勤労統計調査に関する各種リーフレットを同封していま

すので、 周知等にあたりご活用ください。

今後とも、毎月勤労統計調査にご理解、 ご協力いただきますようお願い申し上げます。

※

　

対面による聞き取りが困難な場合は、電話による聞き取りや、配布する紙面への記入依頼等の方法に代え

　

させていただきます。

【担当】
厚生労働省 政策統括官付参事官付
雇用・賃金福祉統計室 毎勤第一係 大酒
ＴＥＬ ：０３－５２５３－１１１１（内線７６０７）
ＭＡＩＬ：ｍａｉｋｉｎ－ｃｈｏｓａ＠ｍｈｌｗ，ｇｏ．ｊｐ



様式第２号 （第９条関係） ー統計法に基づく基幹統計調査ｌ

　

　　　

政府統計

令和

　　

年

　　

自分

毎月勤労統計調査全国調査票 ⑲

　　　　

（第二種事業所用）

厚生労働省
都道府県
番

　　

号 調査区番号 事業所一連番号
産業分類番号

抽出率番号 ※事業所規模番号
※ 企 業
規模番号大 中 小

※印欄は記入しないでください。
常用労働者についてお答えください。 常用労働者とは、期間を定めずに、又は１か月以上の期間を定めて雇われている者をいいます。
事業主又は法人の代表者、無給の家族従業者は除きます。
パートタイム労働者とは、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者及び１日の所定労働時間が一般の、

常用労働者

の

　

性

　

別

５

　

常

　

用

　

労

　

働

　

者

　

数 ６

　

出勤日数 〆ふ蕃鼠豊乱数ｙ ▲

　　　　　　　　　　

８

　

現

　

金

　

給

　

与

　

額 （税込み額です。）

（１） 前調査

期間の末日

は何人でし

たか。

（２） 採用、

転勤等によ

る増加は何

人でしたか。

（３） 解雇、
退職、転勤
等による減

少は何人で

したか。

（４） 本調査

期間の末日 （５） うち、

は何人でし
パートタイ

　　　

・

　　

ム労働者は
たか。

　　　

何人でした

　　　　　　

かｏ

実際に出勤した
日の合計は延べ
何日でしたか。
（有給休暇は含
めないで〈ださ
い。１時間でも
出勤した日は１
日に教えてくだ
さしも）

（１） 所定内労働

時間の合計は延

力）。

べ何
烹痔

１・） 涜慾
ｑしき 襲撃 の うち、超過
納、競業鰯掌労働給与の総額に支給条件、算

　

はいくらでした

害衣繁 藁豊か。（残業手当、
です。）

　　　　　

深夜手当等です。）

（３） 特別に支払われた給
与の総額はいくらでした
か。（盆、 暮等の賞与、 （４） 左の特別に支払われ

鷲 霧 驚長唄 勢 た給与の名称及び名称却」

事露発
額繋 雛蔓鷺 金額を記入してくださし－

与です。）

（５）

　

うち、
パートタイ

ム労働者は

何人でした

カ１ｏ

（２）

　

うち、超過

労働給与の総額
はいくらでした

か。（残業手当、
深夜手当等です。）

（４） 左の特別に支払われ

た給与の名称及び名称別

金額を記入してください。

男 Ｉ

人 人 人 人 人

　　　

日

，

　　

Ｉ Ｎ

　　　　　　

時間
・

百万

　

千円

計欄に記入して

ください。

百万

　

千円 ①賞与

百万

　

千円

女 ２

　　

…
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．

　　　　　　

．
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．
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・
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…
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．

　　　　　　

．

　　

，

　　　　　　

．
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．

　　　　　　

．

　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　

…

　　

．

　　　　　　

Ｊ

　　　　　　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　

…

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

◆

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・ 一・…

　

三）▼

　　　　

…

　　　　

…

　　　　　　　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　　　

．

　　　　　　

・

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

②定昇・ベースアップ等
の追給（

　　

）自分から
（ ）自分

　　　　　　　

千円
③３か月を超える期間で
算定される通勤手当

　　　　　　　

千円
その他 （名称別に金額を
記入してください。）
④

　　　　　　　　　

千円
⑤

　　　　　　　　　

千円

計 ３

　　

…

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．
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．イ．
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，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

◆

　　

…

　　　　

：，

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　　

◆

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

．

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

十

　　　　　　

・

　　　　　　

◆

百万

　

千円

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　　　　

．

　　　　　　

・

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　

ｉ

　　　　

…

　　　　　　　　

．

　　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

◆

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　　　

．

　　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

うち、
パート
タイム
労働者

計 ち トタイム て 入してくださし、。

４

　　

…

　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　

…

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

…

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

…

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　　

◆

　

…

　　　　

…

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　　

、

　　　　　　

．

　

：

　

：

　　

．

　　

◆

　　　　　　　　

：

　

…

　　　　

…

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　　

◆

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

１

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

・

　　　　　　

．

　

…

　　　　

…

　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

１

　　　　　　

・

　　　　　　

１

　　　　　　

・

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

ｒ

　　　　　　

・

　　　

．

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　

・

　

…

　　　　

…

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

１

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

１

　　　　　　

．

　　　　　　

◆

　　　　　　

．

　　　　　

・

　

…

　　　　

…

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

’

　　　　　　

．

　　　　　

１

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　

…

　　　　

…

　　　　　　　

，

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　

‘

　　　　　　　

．

　　　　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　

．

　　　　　　

．

・ｏ備考【峯縫富麗卵尋蜜かに著しい差がある場合は、〕 事業所の
面接者氏名

この調査票は、１０日までに都道府県庁の統計主管課に提出してください。この調査は、 統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。この調査の対象となった事業所の方々には統計法に基づく報告の義務があり、 報告の拒否や虚偽報告については罰則があこの調査の実施に当たっては、 特に必要がある場合には、 資料の提出のお願いや関係者の方々への質問を行うことがあり

に、 本調査の対象となっ

　

（現在時点においては、 ご参考までのご提供となります。）※調査票原紙については、 ３枚複写の記入用紙となっております。

　

（本紙はその１枚目むこなります。）

調査期間中に事業活動を行った日数は何日でしたか。

　

企業の全常用労働者数は何人ですか。 該当の番号を○
で囲んでください。（貴企業（同一会社） に属する事業
所のすべてに雇用される常用労働者数です。）

１，０００人以上
３００～９９９人

主要な生産品又は事業の内容は何ですか。
（主要なものとは、総収入の最も多いものです。）

調査期間はいつからいつまででしたか。（前月の
最終給与締切日の翌日から、本月の最終給与締切日
までの１か月間です。）

日から

　　

月

　　　

日まで

　　　　　　　　

（３） １００～２９９人

変動状況［塑蓄彊躍艶〆響き喜蓄委了
た場合は該当事項の数字を０で囲み、右の備考欄；こ〕

同
回
国

定昇を実施した。

ベースアップを実施した。

操業短縮、一時休業を実施した。

回
回
国

休日に操業、営業等の事業活動を行った。

制度上の週所定労働時間の短縮を実施した。

夏休みなど、週休以外の休日を増やした。



　
政府統計

事業所の皆さまへ

ミ

　　　　　　　　　

ロ

　　　　　　

。

毎月勤労統計調査の準備のための調査のお願い

厚生労働省

都道府県

　

この度、この±也城が、毎月勤労統計調査の調査区に指定され、統計調査員が貴事業所に

お伺いして、準備のための調査をさせてし、ただ＜ことになりました。お忙しいところ誠に

恐縮ですが、統計調査員がお尋ねする内容にお答え〈ださし、ますようお願し、申し上げます。

　
　　
　
　
　
　
　

毎

　

…

　

我

　　　

年

　

※

　

な

…

毎月勤労統計調査とは？
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…

　

我が国の労働者の雇用、給与及び労働時間の変動を明らかにするための調査です。

　

大正時代に端を発し、昭和２２年に「統計法」が制定されると「指定統計調査」と、平成２１

年に改正統計法が施行されると「基幹統計調査」とされ現在にいたります。

※基幹統計調査は国の重要な統計を作成するための調査として、調査に回答しなければ

ならない一方、秘密の保護について厳しく規定されています。

１

　

ば

　

－
準備のための調査とは？
ーーー－－－－－－－－－－ーーーー－－－－－－－－－－－－ーーーー－－－－－－－－－－－ーーーーーー－－－－－－－－－－ーーーーーーーーーーー－－－－ーー【ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【ー”ーーーーーーーーーー１

　

毎月勤労統計調査では、まず、指定した地域の最新の事業所名簿を作成し、たします。
この名簿作成のために、 統計調査員が貴事業所にお伺いして、 事業活動の内容、労働
者数などをお尋ねします。
この名簿は、調査の対象となる事業所を選び出すためのもので、他の用途に使用する

ことは絶対にありません。正しい統計結果を出すために、 まず、 事業所の名簿が最新

のものであることが必要です。統計調査員の質問にありのままをお答えくださいます

ようお願いいたします。

※統計調査員は、 知事が任命した公務員であり、 調べたことがらについて、 他に漏ら

すことは、 統計法で固く禁じられてし、ます。

裏面もお読み下さい。

　　　　　

〈名〉



調査対象の範囲は？
「ーーーー－－－－ーー－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【ーーーーーーーーーーーーーーーーー

　

対象の範囲は、農業、林業、漁業、家事サービス、外国公務及び一般公務を除く事１
…業所です。常用労働者（パートを含む）を５人以上雇用されてし、る事業所には毎月、
１１～４人を雇用されてし、る事業所には年に１度調査にご回答し、ただし、てし、ます。

調査結果はこんなことに利用されてし、ます
…の

基

　　

を

…済
に

　

国

　

－

　

調査の結果は、インターネット、新聞等に取り上げられるだけでなく、労働経済の

分析や国民所得を推計する資料、雇用保険法に基づく基本手当日額、労働基準法に基
づく休業補償額を改訂するための、法定資料としても使用されてし、ます。

　

さらに、ＩＭＦ、ＩＬ０、ＯＥＣＤなど海外でも利用されており、 日本と諸タ 国を

比較した数値の多くは、毎月勤労統計調査の結果を利用したものです。

調 査 の 流 れ

調査区の指定

鵬響酬震嘗

　

燕
事業所名簿の中から無作為に選んだ常用労働
者５～２９人の事業所に調査をお願し、します。

麓蟹海喜議麗露、翻 多

全国に関する統計作成

厚生労働省

　

調査区の指定

統計調査員

厚生労働省

統計調査員

厚生労働省

全国に関する統計作成

やむを得ない理出で続ｉｉ。周且員への回答が困難
他、紙面調宣崇に回答を記入し、郵送等で提出

　　　　

都道府県

都道府県に関する統計作成

ご不明な点等がありましたら、ご遠慮なく次までご連絡ください。

厚生労働省毎月勤労統計調査担当
〒１００－８９「６

　

東京都千代田区霞が関１－２－２

　

「十（つ－［へ［っ－” ”
（調査の実務に関すること）内線７６０５，７６０６，７６０７

　

」 」）） ）Ｌ）） ＝ ＝（調査の企画に関すること）内線７６０９，７６１０

厚生労働省 瀞閣鷲棚帯紛董吉恩賜萱濃密ホームページ‘こも掲載されてし、ますｏ
Ｍ飾ｔ咽ｆＨ閉ーｌｈ，Ｌぬ。鵬。ｄｗｄｆ悶

回

　　

回

　　　　　

圏



事業所の皆さまへ －－－■黛
統計で今を「サーチ」、未来を「察知」

まいきん
毎月勤労統計調査

まいきんって？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

まいつききんろうとうけいちようさ

厚生労働省が行っている毎月勤労統計調査の略称です。毎月の「毎」と勤労の
「勤」 を合わせてこう呼ばれています。

どんな調査なの？
賃金 （給与） や労働時間、 出勤日数、労働者数の動きを調べています。統計法に基
づく「基幹統計調査」であり、調査結果は様々な政策判断の基礎資料となります。

どの事業所を調査するの？

　

常用労働者 （パートを含む） ５人以上の全国の事業所から都道府県、産業、 事業所
規模別に無作為に選んだ事業所を対象（ただし、一定規模以上の事業所は全て対象と
なります） に、 毎月実施しています。

調査に答える義務はあるの？

　

この調査は国の重要な調査として、 統計法に基づく基幹統計調査とされ、 調査対象
となった事業所に対して、 回答の義務に関する規定が設けられている一方、 調査の従
事者には秘密保護の義務が課せられている、 大切な調査です。

毎月勤労統計調査は、オンラインで回答できます。
オンライン回答や調査票の記入でご不明点がありましたら、 お問い合わせください。

＜毎月勤労統計調査］－ルセンタ－＞

フリーダイヤル

　

０１２０一９５６一３６０
受付時間：午前９時～午後６時 （土日祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

そのほか個別のご相談は、 各都道府県の統計主管課までお問い合わせください。

〈新〉



まいきんでわかること
ｒ
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現金給与総額、総実労働時間及び常用雇用指数の前年同月比の推移＼「

　

現金給与総額、総実労働時間及び常用雇用指数【
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毎月勤労統計調査のキャラクター
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令和６年

　　　　　　　　　

令和７年

一←現金給与総額

　　

－◆－総実労働時間

　　

→←常用雇用指数

賃金、 労働時間、 雇用は

　　　　　　　　　　　

まいきんは、 産業別や．般労働者、
絶えず変化しているよ。 パートタイム労働者別など

　

まいきんを見れば、

　　　　　　　　　　　　

いろいろな情報を公表しているよ。
最新の情報がわかるんだ。
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圏きまって支給する給与

圏特別に支払われた給与



調査票の提出方法

　　　

提出方法には、事業所規模により３通りあります。

オンライ ン回答

　　　　　　　　　　　　　　　　　

記入 した調 査票

　　　　

統計調 査員 に

厚生労働省のホ＼－ムペー

　　　

を郵送で提出

　　　　

よる聞き取り

も まグ、
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ノレを ご活用 くだ さい
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都道府県庁

厚生労働省で集計・公表

調査の内容が他に知られることはないの？
統計法において、調査票情報等を調査の目的以外のために用いることは禁止され
ています。そのため調査の内容を、税金の算定や、労働基準法やその他の法律に基
づく取り締まりなどに用いることは絶対にありません。

　

なお、小規模な事業所には統計調査員が伺っておりますが、 統計調査員は、知事
が任命した公務員で、 調べたことについて他にもらすことは、 統計法で固く禁じら
れています。
安心してお答えください。

まいきんの結果はどんなことに利用されているの？
○

　

内閣府の「月例経済報告」や「景気動向指数」等の景気判断の資料
○

　

雇用保険や労災保険の保険給付額の改定資料
○

　

企業の経営判断や賃金などの労働条件決定の際の資料
○

　

政府の労働政策審議会、中央最低賃金審議会、社会保障審議会等の資料
○

　

民事事件や交通事故などの逸失利益補償額等の算定資料

調査へのご理解とご回答をお願いいたします。

ひと、くらし・みらいのために

　　　

厚 生労働 省

　

毎月 勤労 統計調 査 担当

電話：０３‐５２５３－１１１１

　

（内線） ７６０５， ７６０６， ７６０７

毎月勤労統計調査の結果は、厚生労働省の
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ヨ乙

厚 生労 働 省 ホームページにも掲載されています
　　　　　　　　　　　 　 　　　 　　　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令 和 ８ 年




